
 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 
 月 
 

学年 

 
４   

 
５   

 
６   

 
７   

 
８   

 
９   

 
１０ 

 
１１ 

 
１２ 

 
１   

 
２   

 
３   

 

合計  

１ １７ １９ ２１ １４ ５ ２０ ２３ １８ １９ １５ １８ １９ ２０８ 

２ １８ １９ ２１ １４ ５ ２０ ２３ １８ １９ １５ １８ １９ ２０９ 

３ １８ １９ ２１ １４ ５ ２０ ２３ １８ １９ １５ １８ １５ ２０５ 

 

備   

考   

 

 

 

・１年生は４月７日が入学式のため、４月の授業日が他学年より１日少ない。 

・３年生は３月１９日が卒業式のため、３月の授業日が他学年より４日少ない。 

・土曜授業の実施日は、次の５日間とする。（振替休業日）  

５月９日   ５月３０日   ７月１８日   １０月１７日   １０月３１日 

（５月１１日）（６月３日）  （７月２０日） （１０月１９日） （１１月２日） 

 

 
（２）各教科、道徳（特別の教科道徳）、総合的な学習の時間、特別活動の年間授業時数配当表 

学 年  

各 教 科 ・ 領 域 等    
１ ２ ３ 

 国語 １４０（３） １４０（３） １０５（３） 

社会 １０５（３） １０５（３） １４０（３） 

数学 １４０（３） １０５（３） １４０（３） 

理科 １０５（３） １４０（３） １４０（３） 

音楽 ４５（３） ３５（３） ３５（３） 

美術 ４５（３） ３５（３） ３５（３） 

保健体育 １０５（３） １０５（３） １０５（３） 

技術・家庭 ７０（３） ７０（３） ３５（３） 

外国語 １４０（３） １４０（３） １４０（３） 
 

小        計 
８９５  

（２７） 

８７５   

（２７） 

８７５   

（２７） 

   特別の教科道徳 ３５（１） ３５（１） ３５（１） 

   総合的な学習の時間（名称 光タイム） ５０（１） ７０（１） ７０（１） 

特 別 活 動 （ 学 級 活 動 ）                ３５（１） ３５（１） ３５（１） 

     総         計 
１０１５  

（３０） 

１０１５  

（３０） 

１０１５  

（３０） 

備 考                     

〇１単位時間は５０分とする。 

〇（  ）の数字は年間の標準時数に対する見込み増加時数 

 

学校名 東大和市立第五中学校 第３表の１（中） 



 

備 考                       

ア 学校裁量の時間  

学校裁量の時間は、年間４０時間とする。 

  ａ 生徒会活動（専門委員会活動、地域活動、ボランティア活動等）に２０単位時間を

充てる。 

  ｂ 学年の活動（学年集会、校外学習・移動教室・修学旅行実行委員会等）に１０単位

時間を充てる。 

  ｃ 学級の時間（班・係り活動、個別面談、学級活動等）に１０単位時間を充てる。 

 

イ 特 別 活 動        

①学級活動に第１・２・３学年にそれぞれ３５単位時間を充てる。 

②移動教室（第１学年）の自然体験活動を時間として充てる。 

 ａ 自然体験学習  ２単位時間（１日目）＋５単位時間（２日目） 

＋２単位時間（３日目） 合計９時間 

 

ウ 総合的な学習の時間 

①総合的な学習の時間の名称を「光タイム」とする。 

  ａ 第１学年は、年間５０時間以上の授業を行う。 

  ｂ 第２学年は、年間７０時間以上の授業を行う。 

  ｃ 第３学年は、年間７０時間以上の授業を行う。 

②校外学習（第１学年）を９月に実施する。国際理解に関する学習活動を行い、総合的な

学習の時間として充てる。 

  ａ 調査・研究     ５単位時間 

③職場体験学習（第２学年）を１０月に３日間行い、体験活動を総合的な学習の時間とし

て充てる。 

  ａ 職場への事前訪問  ２単位時間 

  ｂ 職場体験学習    ５単位時間（１日目）＋５単位時間（２日目） 

＋５単位時間（３日目） 合計１５単位時間 

④上級学校訪問学習（第２学年）を１１月に行い、進路について調査・研究する学習活動

を総合的な学習の時間として充てる。 

   高等学校等への訪問   ２単位時間 

 ⑤修学旅行（第３学年）を９月に行い、日本の伝統文化について総合的な学習の時間とし

て充てる。 

  ａ 日本の伝統文化の学習  ３単位時間（１日目）＋５単位時間（２日目） 

                    ＋３単位時間（３日目） 合計１１時間 

   

 

⑥オリンピック・パラリンピック教育の体験活動を総合的な学習の時間として充てる。 

ａ 障害者理解教育のための講演会 ２単位時間 

  ｂ ボランティアマインドに関する講演会  １単位時間  合計５時間 

 

第３表の２（中） 学校名 東大和市立第五中学校 



エ そ の 他        

①学期ごとに時間割を作成し、各教科等の授業時間数を調整する。 

 ②毎朝、１０分間の朝読書の時間を設定する。（年間３７単位時間） 

   ８時２５分～８時３５分（１０分間）を月曜日から金曜日間での５日間を第１学年 

から第３学年まで３７週にわたって実施する。 

  （内訳）１０分×５日×３７週÷５０分＝３７単位時間 

 ③放課後学習教室の充実を図るための取組を全学年で４月から実施する。 

  （年間５０．４単位時間） 

各学年とも、週に１日（９０分間）、２８週にわたって実施する。 

  （内訳）９０分×２８週÷５０分＝５０．４単位時間 

 ④夏季休業日の補充的な学習の時間（年間１０単位時間） 

   ７月末日に５日間、数学、英語それぞれの教科を一日２単位時間の補充的な学習を必

要とする生徒、希望する生徒（第１学年、第２学年対象）に実施する。 

  （内訳）５０分×２単位時間×５日間÷５０分＝１０単位時間 

 

 

 

 

 

第３表の３（中） 

 
学校名 東大和市立第五中学校 


